	【自動車運転代行業手引き①】
　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月改訂版
                                                   　　　　

[image: image3.png]



[image: image4.jpg]


　　　

　　　　　　
[image: image5.emf]


　　　　
岐 阜 県 警 察 本 部
交 通 企 画 課


	


[image: image6.emf]

　　　
[image: image7.emf]


[image: image8.png]




	 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」（以下「法」という。）
 により、自動車運転代行業を営もうとする者は、資格要件を満たしていることについて公安委員会の認定を受けなければなりません。


１　自動車運転代行業とは（法第２条関係）
 　「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供す　る営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

　　○　主として、夜間において酔客（顧客）に代わって自動車を運転する役務　　　　を提供するものであること

　　○　酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること

　　○　常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車（随伴用自動車）

　　　が随伴するものであること

　　※　「代行運転自動車」とは、代わって運転される顧客の自動車をいいます。

　　※　「随伴用自動車」とは、顧客に代わって自動車を運転している運転者が　　　　顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自　　　　動車のことをいいます。

　  ★　随伴用自動車に顧客を乗車させる行為は、道路運送法違反となります。

２　自動車運転代行業を営むことができない者（欠格事由）（法第３条関係）
　　次のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営むことができません。

　(1) 破産者で復権を得ない者

　(2) 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する　　　法律の規定により、若しくは道路運送法（無許可旅客運送事業の禁止）の規　　　定若しくは道路交通法第75条第１項（使用者の義務の規定）の規定に違反し、　　　若しくは同法第75条第２項若しくは同法第75条の２第１項若しくは第２項　　　の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は　　　執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者 
　(3) 最近２年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者 
　(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で　　　国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当　　　な理由がある者 
　(5)  心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者
　 　※　医師の診断書、誓約書が必要となります。
　(6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自　　　動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該　　　当しない場合は除く

　(7) 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財      産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると      認められないことについて相当の理由がある者

 　　※　対人8,000万円以上、対物200万円以上、車両200万円以上

　(8) 安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任すると認められないことにつ　　　いて相当な理由がある者 
　(9) 法人でその役員のうち(1)から(5)までのいずれかに該当する者がある場合

３　運転代行業務の従事制限（法第14条関係）
　(1) ２の(1)から(5)までに該当する者は、運転代行業務従事者となることがで　　  きません。

　(2) 自動車運転代行業者は、２の(1)から(5)までに該当する者を運転代行業務　　  に従事させることができません。

  ★　自動車運転代行業者は、運転代行業務従事者が法第３条第１号から第５号

    までの欠格事由に該当しないことを誓約する書面を、当該運転代行業務従事

    者から提出させ、営業所に備え付けておかなければなりません。　

４　代行運転普通自動車を運転しようとする者の第二種免許取得義務
　　（道路交通法第86条第５項、第６項関係）
　(1) 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなけ　　　ればなりません。

　(2) 大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、道路交通法第86条第　　　２項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができます。

５　自動車運転代行業を営もうとする者の手続き
　(1) 自動車運転代行業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄　　　する公安委員会の認定が必要です。

　(2) 具体的な申請場所は、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。

　(3) 自動車運転代行業の認定申請手数料は12,000円です。

     ※  申請時に岐阜県収入証紙により納入します。

　(4) 欠格事由（法第３条）に該当すると認めたときは、公安委員会は認定を拒　　　否する処分をすることになります。

  　★　認定を拒否された場合、認定申請手数料の12,000円は返金されません。　　　　申請時には欠格事由に該当していないかを十分確認してください。

６　認定申請時の提出書類
本マニュアルにある「提出書類チェック表（個人・法人）」により必要な書類を確認し、認定申請書に添付して提出してください。

７　安全運転管理者等の選任【資料１参照】
  　自動車運転代行業の安全運転管理者等を選任してください。
８　自動車運転代行業者の遵守事項
法に規定されています主な遵守事項は次のとおりです。業務で必要となる書類については、認定後に警察署窓口でお渡しするほか、警察本部のホームページからもダウンロードすることができします。
　(1) 標識の掲示等【資料２参照】
　　　自動車運転代行業者は、認定を受けたことを示す国家公安委員会で定める標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員規則で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じて自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。）により公衆の閲覧に供しなければならない。（法第６条関係）
　(2) 料金の掲示等
　　　自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を　定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・高度交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めることにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。これを変更するときも同様とする。（法第11条関係）

　(3) 損害賠償措置を講ずべき義務

　　　自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他　　　の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省　　　令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。

　　（法第12条関係）

　(4) 自動車運転代行業約款

　　　自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定　　　め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければなら　　　ない。これを変更するときも、同様とする。
自動車運転代行業者は、第一項の規定により約款を定め、又は変更したときは、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省で定めるところにより、当該自動車運転代行業約款を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。（法第13条関係）

　(5) 運転代行業務の従事制限

　　　前記３、運転代行業務の従事制限記載のとおり。（法第14条関係）

　(6) 代行運転役務の提供の条件の説明

    　自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、　　　利用者に対し料金や約款の概要等代行運転役務の内容について説明し、その　　　説明に従って当該役務を提供しなければならない。（法第15条関係）

　(7) 代行運転自動車標識の表示【資料３参照】
　　　自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公　　  安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則　　  で定める様式の標識を表示しなければならない。（法第16条関係）
　(8) 随伴用自動車の表示等【資料４参照】
    　自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めにより、法　　 第４条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土　　 交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。

    （法第17条関係）

　　　★　表示方法は、マグネットではなく、ペイント等による表示とすること
　　　★　各文字の大きさは原則として同じとし、縦横それぞれ５センチメートル以上とすること
　(9) 利用者の利益の保護に関する指導

     　自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業　　　務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収　　　受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法、その他の利用者の利益の保　　  護に関する事項について指導しなければならない。（法第18条関係）

 (10) 安全運転管理者等を選任しなければならない。（法第19条関係）

 (11) 帳簿の備付け

	      営業所ごとに、帳簿等を備え付け、必要な事項を記載しておかなければな　　 らない。（法第20条関係）

 〔自動車運転代行業者がその営業所に備え付けておくべき帳簿又は書類〕

　○  運転代行業務従事者の名簿（退職後２年間保存）
　○　運転代行業務従事者が法第３条第１号から第５号までのいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面

　○　運転代行業務従事者ごとの乗務記録（最後に記載した日から２年間保存）
　　　ア　氏名、始業及び終業の日時

　　　イ　利用者に提供した運転役務の内容

　　　　・　運転役務の開始・終了日時、場所・主な経過地点、運転距離

　　　　・　運転した自動車が代行運転自動車か随伴用自動車か

　　　　・　随伴用自動車運転の場合、自動車登録番号若しくは標識番号

　　　　・　同伴した運転代行業務従事者氏名

　　　ウ　休憩・仮眠した場合、その日時場所

　　　エ　交通事故（道路交通法第72条第１項）が発生した場合、その日時並びに概要

　○　苦情処理簿（作成の日から２年間保存）
　　　　・　苦情を申し出た者の氏名・連絡先

　　　　・　苦情内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措　　　　　　置、苦情処理担当者などを記載

　○　運転代行業務従事者指導に関する帳簿（作成の日から２年間保存）
    　　 ※　備え付けるべき帳簿等は認定証交付の際にお渡しします。




９  報告及び立入検査（法第21条第１・２項関係）
　　公安委員会及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自　動車運転代行業を営む者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、営業所に立　ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ　とができることとなっています。

10  自動車運転代行業の変更の届出（法第８条第１項関係）　

　　認定申請の際に届出た事項に変更があったときは、主たる営業所を管轄する　警察署に、変更にかかる事項等を記載した変更届出書及び添付書類を提出しな　ければなりません。
11  公安委員会等による指示（法第22条関係）
　  公安委員会は、自動車運転代行業者、運転代行業務従事者等が運転代行業　 　務に関して法令に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な　 　運営が害されるおそれがあると認められるときは、そのような状態が継続し　 　たり、違法な事態が発生することのないよう、自動車運転代行業者等に対し、
○　その違反を解消させる

○　その違反となった事由を除去する

   等、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができます。

12　営業の停止（法第23条関係）
     公安委員会は、自動車運転代行業者に対して、自動車運転代行業者等が自動　車運転代行業務に関して本法の規定に違反した場合において、

　　　○　自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある　　　　　と認められるとき

　　　○　法第22条にかかる指示に違反したとき

　６ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて当該自動車運転代行業の全部又は一部　の停止を命ずることができます。

13  営業の廃止（法第24条関係）
    公安委員会は、次のいずれかに該当する者があるときは、自動車運転代行業　の廃止を命ずることができます。

　(1) 認定の申請を拒否する通知を受けたにもかかわらず、営業している者

　(2) 認定を取り消されたにもかかわらず、営業している者

　(3) 法第３条各号の欠格事由のいずれかに該当する者が営業しているとき

（安全運転管理者の選任及び損害賠償措置の規定を除く。）

【資料１】
自動車代行業法による安全運転管理者等選任対象事業所とは  
	
	安全運転管理者をおかなければならない事業所
	

	◎　車両の台数に関係なく「自動車の運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づく代行業を　営もうとする者は、安全運転管理者をおかなければならない。
　　この場合、本社・本店のほか、支店・営業所などがある場合には、支店・営業所ごとに安全運　転管理者をおかなければならない。



	
	副安全運転管理者をおかなければならない事業所
	

	◎　自動車を10台以上使用している事業所などでは、安全運転管理者のほかに、10台ごとに１人の　副安全運転管理者をおかなければならない。
    副安全運転管理者の人数と車両台数
  　（例：10台～19台＝１人、20台～29台＝２人、30台～39台＝３人）


　　　　安全運転管理者・副安全運転管理者とは              
	◎　安全運転管理者の仕事
　　事業所内での運転業務の管理、自動車の管理などを行うと
　ともに、運転者が交通ルールを守り安全運転をするよう指導
　教育する責任者。
    安全運転管理者の要件
　　（次の３つの要件とも満たさなければならない。）
    ①　年齢20歳以上(副安全運転管理者をおく事業所にあって　　　30歳以上)
    ②　運転の管理経験が２年以上又は公安委員会の認定
　  ③　右記に示す欠格要件に該当しないこと　
　　
◎　副安全運転管理者の仕事
　　安全運転管理者を補助し、運転者の指導教育などをする責
　任者。
　  副安全運転管理者の要件
　　（次の３つの要件とも満たさなければならない）
　　①　年齢20歳以上
　　②　運転の管理経験が１年以上又は自動車の運転経験が３
　　　年以上若しくは公安委員会の認定
     ③　右記に示す欠格要件に該当しないこと

	 安全運転管理者等になれない人 （欠格要件）
○　過去２年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けた者
○  過去２年以内に次の違反行為をした者
・　ひき逃げ交通事故
・　無免許運転、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
・　無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び依頼要求による同乗違反
・　酒気を帯びて運転を行うおそれがある者に対する車両提供・酒類提供違反
・　酒気を帯びている運転者への依頼要求による同乗違反
・　無免許運転、最高速度違反運転、酒酔い・酒気帯び運転、過労・麻薬等運転、無資格運転、積載制限違反運転、車両の放置駐車の下命・容認
・　自動車使用制限命令違反


                  安全運転管理者等講習
◎  各事業所において選任された安全運転管理者、副安全運転管理者は、道路交通法に規定されている安全運転管理者講習を受講しなければならない。
  （自動車運転代行業者は、安全運転管理者、副安全運転管理者に講習を受けさせなければならない。）
【資料２】
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【資料３】
代行運転自動車標識
１　アの部分の色彩は緑色、イの部分の色彩は青色、ウの部分の色彩は白色、代　　　　　  行の文字の色彩は黒色、その他の部分の色彩は黄色とする。 
 ２  イ、ウ及び代行の文字の部分以外には反射材を用いるものとする。
３  図示の長さの単位は、センチメートルとする。
４ 「代行」のそれぞれの文字の線の太さは０．２５センチメートル以上とする。
【資料４】
随伴用自動車の表示
１　規則第７条第１項による場合にあっては、自動車運転代行業の名称又は記号、
　　　　認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号、「代行」及び「随伴用自　　　　　動車」の表示はペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。
　　　２　(1)に掲げる表示は、着脱が容易に行えるマグネット等によるものを除くこと。
　　　３　規則第７条第２項による場合にあっては、(1)に掲げる事項の表示は、見やす　　　　　く横書きした表示板によるものとし、はがれないようマグネット等により車体の　　　　　両側面に行うこと。
　　　４　(1)に掲げる事項の各文字の大きさは原則として同じとし、縦横それぞれ５セ　　　　　ンチメートル以上とすること。
　　　５　(1)に掲げる事項の各文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示すること。

Ｑ．申請してから認定を受けるまでには、どれくらいの期間がかかりますか？
Ａ．認定までには40日前後かかります。ただし、提出書類の不足や記載不備等があった場合は更に遅くなることがあります。
Ｑ．申請時には代行保険に加入していなければいけませんか？
Ａ．はい、その通りです。
申請時には、使用車両の「代行保険」の加入状況が分かる書類を提出してく
ださい。申請時に保障期間内である必要はありません。
Ｑ．認定を受けることができなかった場合、申請手数料は返還されますか？
Ａ．一度納入した手数料については返還することができません。
欠格事由に該当しないか等をよく確認した上で申請をしてください。
Ｑ．診断書は精神科医が作成したものでなければいけませんか？
Ａ．診断書の内容について判断ができる医師であれば、精神科医以外の医師が作成した診断書でも構いません。

Ｑ．申請書類に「住民票の写し」が合計２部必要ですが、１部は複写（コピー）したものを提出していいですか。
Ａ．大丈夫です。市役所等から取り寄せた住民票の写し１部とその複写（コピー）の合わせて２部提出してください。

※詳しくは、最寄りの警察署交通課、岐阜県警察本部交通企画課（058-271-2424：内線5023）にお問い合わせください。


　　　
　　

　　　　  
別記様式第一号（第四条関係）
	※受理年月日
	　　年　　月　　日

	※受理番号
	

	※認定番号 
	


認定申請書
　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第５条第１項の規定により認定の申請をします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　  公 安 委 員 会　殿　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者の氏名又は名称及び住所

	氏名又は名称
	

	住所
	

	

	名称
	

	
	所在地
	

	
	
	氏名
	

	
	
	住所
	

	
	

	氏名
	

	
	
	住所
	

	
	

	氏名
	

	
	
	住所
	

	



	名称
	

	
	所在地
	

	
	
	氏名
	

	
	
	住所
	

	
	
	氏名
	

	
	
	住所
	

	
	

	氏名
	

	
	
	住所
	

	



	名称
	

	
	所在地
	

	
	
	氏名
	

	
	
	住所
	

	
	
	氏名
	

	
	
	住所
	

	
	

	氏名
	

	
	
	住所
	


	　　損害賠償措置


	 保険引受者の名称又は加入共済の名称
	    

	
	 補償限度額（円）


	対人
	              　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
	
	対物
	           　　　　　　　      　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　円

	
	
	車両
	                                    円

	
	 免責額（円）
	                                    円

	
	 保険期間
	 　　日まで月　年　日から　　月　年　

	
	 対象となる随伴用自動車に係る自動車登録番

 号等


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	氏　　　名
	住　　　　　　　　　　　　所

	
	
	
	

	
	  
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	随 自

伴 動

用 車

自 登

動 録

車 番

に 号

係 等

る


	
	
	

	
	 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　記載要領　１　※印欄には記載しないこと。

２　その他の営業所欄は、営業所の数に応じて記載し、記載を要しない場合は空欄にしておくこと。

３  法人の代表者及び役員欄は、申請者が法人の場合に記載すること。

４　対象となる随伴用自動車に係る自動車登録番号等欄については、保険契約又は共済契約を随伴用自動車の台数に応じて締結している場合に記載すること。

５　対象となる随伴用自動車に係る自動車登録番号等欄及び随伴用自動車に係る自動車登録番号等欄に車両番号を記載するときはその末尾に（両）と、標識の番号を記載するときはその末尾に（標）と、車台番号を記載するときは（台）と記載すること。

６　所定の欄に記載できないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

　備　　考　　　用紙の大きさは、日本産業規格A４とする。

	手数料納付済証明書

	住　　　所
	

	氏名又は名称
	

	手数料の種別
	自動車運転代行業の適正化に関する法律の施行に関する事務手数料

	納付年月日
	　　　　年　　　月　　　日
	納付金額
	　　　　　　　　円

	備　　　　考
	

	上記の金額が納付されました。


	         　　 　  収　入　証　紙　納　付　書
	整理番号
	

	  手数料の種類名
	  自動車運転代行業の適正化に関する法律の施行に関する事務

 手数料

	納　入　者
	住　　所
	

	
	 氏　名 又は

   名　称
	

	 　
認定等申請日


	  　　　   
 年    月　　日


	 ちょう付

 金　　額
	            　　　　　　円

	手　数　料　の　種　類
	
 　 認　定　申　請


	
	 

	
	      １２，０００円


	
	    　


	  ※収入証紙貼付欄



	 注意　１ 国の収入印紙とまちがえないようにしてください。

       ２ 収入証紙は、納入者において消印しないでください。

       ３ 収入証紙は、高額証紙を使用し枚数はなるべく少なくしてください。




	　　　　　　　　　      診 断 書

住 所

氏 名

年　　月　　日生

上記の者は、
　　精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことが明らかである旨
を診断します。
年   月   日

病院所在地

病　院　名
　　　　　　　医　　　師　　　　　　　　　　　 　
医


（自動車運転代行業者用）
誓 約 書

私は、現在、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第３条第５号に掲げる
精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
に該当しないことを誓約します。
岐阜県公安委員会　殿
年　　月　　日

住　所　
氏　名　　　　　　　　　　　　
（自動車運転代行業申請者が外国人の場合に作成）
誓 約 書

私は、現在、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第３条第１号に掲げる
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しないことを誓約します。
岐阜県公安委員会　殿
年　　月　　日

住　所　
氏　名　　　　　　　　　　　　
第５号様式（第１２条の２関係）            
	 ※　整 理 番 号
	

	
	

	安全運転管理者に関する届出書
　　年　　月　　日　
　　岐阜県公安委員会　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  届出者の氏名又は法人の
　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　 　
  安全運転管理者を選任、解任                         　　　　  
　届出事項（　　　　）を変更　　　　　　　　　　住　所 
　届けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（電話　　　－　　　　）
	                                           

	①選任年月日
	　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
	⑧
使
用
の
本
拠
	名　 称
	
	

	②
安全運転管理者氏名
	（ふりがな）
	
	位 　置
	
	

	
	
	
	業種別
	１．官公署　２．公社公団等　３．農　業
４．林　業　５．漁　業　６．鉱　業
７．建設業　８．製造業　９．卸・小売業
10．不動産業　11．金融保険業　12．運輸業
13．電気・ガス業　14．通信業
15．サービス業　16．その他
	

	③
資　 　　格
要　 　　件
	生年月日
（年齢）
	大　　　  

昭　 　　年　　月　　日（　　歳）

平
	
	
	
	

	
	　運　転　の　管　理　経　験
	３
  公安員会
  の 認 定
	
	
	
	

	
	１
　２年以上
	２
  公安委員会の教習
  修了者で１年以上
	
	
	
	
	

	④職務上の
　地　　位
	１使用者
	２課長以上
	３係長以上
	４主任以上
	5その他
	
	
	
	

	
	
	使用の本拠における自動
車台数・
運
転者数
	⑨
自動車台数
	乗　　用
	貨　 物
	大型特殊
	小
型特殊
	大
型二輪
	普通二輪
	計
	

	⑤
安全運転管理者が運転免許を持っている場合
	免許の種類
	
	
	
	
	
	大
　型
	中
型
	準中型
	普　通
	軽
	大
　型
	中
型
	準中型
	普
通
	　軽
	
	
	
	
	
	

	
	免許年月日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	免許番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	交　　　付
年　月　日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	交付公安
委　員　会
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑥安全運転管理者の勤務態様
	　勤　　務
	 日勤　隔日　その他（　　　）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	副安全運転
管理者の有無
	 あり（　　　名）　　なし　
	
	⑩
運
転
者
数
	免許種別
	大 型
	中 型
	準中型
	普 通
	大 特
	大自二
	普自二
	小　特
	計
	

	
	
	
	
	
	
	一
種
	二
種
	一

種
	二

種
	
	一
種
	二
種
	一
種
	二
種
	
	
	
	
	

	⑦
安全運転管理者の略歴
	 勤　務　期　間
	  勤　務　所　名
	 　職　名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	自 ・ ・至 ・ ・
	
	
	
	
	専
従
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	自 ・ ・至 ・ ・
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	自 ・ ・至 ・ ・
	
	
	
	
	予
備
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	自 ・ ・至 ・ ・
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	自 ・ ・至 ・ ・
	
	
	⑪前安全運転管理者
	解任年月日
	年　　　月　　　日
	

	
	自 ・ ・至 ・ ・
	
	
	
	氏　　　　　名
	
	

	
	自 ・ ・至 ・ ・
	
	
	
	解　　任
事　　由
	１．死亡　　　２．退職　　３．転任
４．解任命令　５．その他（　　　　　　）
	 

	備　考
	
	　   警　察　署　長　意　見
	警　察　署　受　付　印
	

	
	
	
	

	※ 証交付年月日
	※「乗用・中型」の欄には定員11人以上29人以下の自動車台数について記載する。
 ※「普通二輪」の欄には50ccを超え400cc以下の自動二輪の台数を記入する。

	　　　

	


	履　　歴　　書

	住　　　所
	

	氏　　　名
	                                  　　                  

	生 年 月 日
	　大・昭・平　　　 年　　　 月　　　日生  （　　　 歳）

	学　　　　歴（最終校のみ。）

	　　　　年　　　月　
	

	
	

	
	

	職　　　　歴（解任命令による解任の有無を含む。）

	　　　　年　　　月　
	

	
	

	
	

	
	

	         　　 賞　　　　罰（交通事故又は交通違反による処罰の有無を含む。）

	　　　　年　　　月　
	

	
	

	
	

	
	


別記様式第１号
別記様式第２号
	運 転 管 理 経 歴 書

	　住　　　　　所
	

	氏　　　　　名
	

	生　年　月　日
	大・昭・平　　　年　　　月　　　日生（　 　　歳）

	  事業所の名称
	          勤　務　期　間
	   管理業務の内容

	
	　　年　　月から
                　　　年　　月間
　　年　　月まで
	

	
	　　年　　月から
                　　　年　　月間
　　年　　月まで
	

	
	　　年　　月から
                　　　年　　月間
　　年　　月まで
	

	
	　　年　　月から
                　　　年　　月間
　　年　　月まで
	

	
	　　年　　月から
                　　　年　　月間
　　年　　月まで
	

	   上記の通り相違ないことを証明します。
　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　使用者（選任者）　　　　　　　　　　


� EMBED PBrush  ���





書類提出チェック表（個人申請の場合）








《共通で必要となる書類》


  □　認定申請書


  □　手数料納付済証明書


　　　※　収入証紙での支払いの場合は、収入証紙納付書(収入証紙12,000円分を添付)


  □　住民票の写し（本籍地記載のもの）


  □　身分証明書（本籍地の市役所・役場が発行するもの）


　　　※　申請者が外国人の場合は、身分証明書の発行を受けられないことから、代わりに破産に関する誓約書


  □　精神機能の障害に関する医師の診断書


  □  精神機能の障害に関する誓約書


  □　自動車検査証の写し（申請時の全使用車両分）


  □  自動車運転代行業にかかる損害賠償措置が適切であることを証明する書類（申請時の全使用車両分）


      ・　代行保険証券写し　・　任意保険証書写し


  □　安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類


  　ア　安全運転管理者に関する届出書


  　イ　履歴書


  　ウ　運転管理経歴書


  　エ　上記「住民票の写し」を複写したもの（コピー）


  　オ　運転記録証明書（自動車安全運転センター）


  　　　※　認定申請書類を警察署へ提出する概ね１ヵ月前に取得したものであり、かつ、過去３年間の違反経歴がわかるもの。





《未成年の場合に必要となる書類》


□  民法第６条第１項の規定により営業を許された未成年者の場合、未成年者の登記事項証明書


　□　相続人である未成年者の場合で法定代理人が個人の場合、自動車運　　　　転代行業の相続人であることを法定代理人が誓約する書面、法定代理　　　　人にかかる住民票の写し、精神機能の障害に関する医師の診断書、及　　　　び精神機能の障害に関する誓約書


  □　相続人である未成年者の場合で法定代理人が法人の場合、自動車運転代行業の相続人であることを法人の法定代理人が誓約する書面、法人の登記事項証明書、法人の定款又はこれに代わる書類、役員の氏名及び住所を記載した名簿、役員の住民票の写し、精神機能の障害に関する医師の診断書、及び精神機能の障害に関する誓約書


※　認定申請書、収入証紙納付書、精神機能の障害に関する医師の診断書、


精神機能の障害に関する誓約書、安全運転管理者関係書類については、本マニュアルに添付の様式を利用してください。


　





書類提出チェック表（法人申請の場合）











□　認定申請書


　□　手数料納付済証明書


　　　※　収入証紙での支払いの場合は、収入証紙納付書(収入証紙12,000円分を添付)


□　登記事項証明書


□　定款またはこれに代わる書類


□　役員名簿（住所及び氏名）


□　役員全員の住民票（本籍地記載のもの）


□　役員全員の身分証明書（本籍地の市役所・役場が発行するもの）


　　※　外国人の場合は、個人申請と同様の誓約書


□　役員全員の精神機能の障害に関する医師の診断書


□　役員全員の精神機能の障害に関する誓約書


□　自動車検査証の写し（申請時の全使用車両分）


□  自動車運転代行業にかかる損害賠償措置が適切であることを証明する書類（申請時の全使用車両分）


      ・代行保険証券写し　・任意保険証券写し


□　安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類


  　ア　安全運転管理者に関する届出書


  　イ　履歴書


  　ウ　運転管理経歴書


  　エ　上記「住民票の写し」を複写したもの（コピー）


  　オ　運転記録証明書（自動車安全運転センター）


  　　　※　認定申請書類を警察署へ提出する概ね１ヵ月前に取得したものであり、かつ、過去３年間の違反経歴がわかるもの。





※　認定申請書、収入証紙納付書、精神機能の障害に関する医師の診断書、


精神機能の障害に関する誓約書、安全運転管理者関係書類については、本マニュアルに添付の様式を利用してください。











よくある質問（Ｑ＆Ａ）





必要書類の一部








　


申請時に必要となる以下の書類については、本マニュアルに添付してありますので、ご利用ください。





○　認定申請書


○　手数料納付済証明書（収入証紙納付書）


〇　収入証紙納付書


○　精神機能の障害に関する医師の診断書


○　精神機能の障害に関する誓約書


○　安全運転管理者関係書類


　・　安全運転管理者に関する届出書


　・　履歴書


　・　運転管理経歴書








主たる営業所





 安全運転管理者     





副安全運転管理者





副安全運転管理者





その他の営業所１





 安全運転管理者     





 副安全運転管理者者





副安全運転管理者





その他の営業所２





 安全運転管理者     





 副安全運転管理者





副安全運転管理者





 法人の代表者及び役員





 代表者





したので









_1636913698

